
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

2022 +年度 事 業 報 告 書

堕塑堅囲ヨ勤主憂壷▲塑墨菫菫

1. 困窮者への生活相談援助活動事業

法人移行前 (2021年 4月 1日 から2022年 3月 31日 )ウ ェブフォーム、電話、メールを介した生活相

談が 40件、相談会では 36件、のべ 76件の生活相談に応じた。これらの生活相談のうち、5件が生活保

護申請同行、 1件の訪問相談を行った。

2. 困窮者への緊急一時支援事業

生活相談を受けて、食料、日用品、衣類を必要とする相談者に対し、住まいへ訪問し、食料支援を6回

実施した。路上生活状態にある方の寝床に訪問し、安否確認、食料支援、情報提供をのべ250人に実

施した。

3. 困窮者を取り巻く諸問題に関する調査研究・啓発・広報事業

ウェブサイ ト、Ъvitter、 Faceb∞k、 Instagramな どのソーシャルワーキングサービス (SNS)を運営し、

練馬地域における支援情報、相談窓日の案内 0誘導を実施した。貧困、困窮問題に関心のある方を対象

としたメールマガジンを4回発行した。

4. 情報交換及びネットワークの構築事業

連携団体を増やすべくメーリングリス トヘの参加と区の情報掲示板への掲載を行った。また、オンライ

ンのボランティアネットワークの運営を行った。

1. 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係わる事業 (事業費の総費用 【3千円 】)

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所

従 事

者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対 象

者

人数

事業

費

(千

円)

困窮者へ の生

活相談援助活

動事業

困窮者への生活福祉・

法律相談、生活再建及

び就労のためのア ドバ

イスと福祉機関や病院

等への働きかけ及び当

事者への援助

随時

練馬 区及

び周辺地

域

8名

練馬区

及びそ

の周辺

地域の

生活困

窮者

76人 1



困窮者への緊

急一時支援事

業

困窮者への食事・衣類

等の提供
随時

練馬 区及

び周辺地

域

8名

のベ

250人
2

路上生活者居所訪問

(夜回り)

毎 週

金 曜

日

練馬区内 10名

困窮者 を取 り

巻 く諸問題 に

関す る調査研

究・啓発・広報

事業

相談交流イベン トの開

催
行わなかった。 0

困窮者の抱える困難に

ついての学習会の開催
行わなかった 0

ホームページ・ ソーシ

ャルネットワーキング

サービス (SNS)の運

営

随時
法人事務

所ほか
2名 不特定多数 0

情報交換及び

ネ ッ トワー ク

の構築事業

困窮者の抱える困難の

解消に取 り組む団体及

び練馬区及び近隣地域

で活動する団体 との交

流活動

行わなかった 0

(2)収益事業

収益事業は行わなかった。



書式第 13号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2022年度 活動計算書
(2023年2月 16日 から2023年 3月 31日 まで)
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2022年度 貸借対照表
(2023年3月 31日 現在 )

L割 目 霊  額 小 計 ・ 合 計

現金預金 624,682

【A】 資 産 合 計 ①+② 624,682

色 倍 合 訃  ・ ・ ・ 0

コ足員領 曾計  0・ 00

624_682
|:ツ′■

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 624,



28

2022年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人わかちあい練馬

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2017年 12月 2日 最終改正 PO法人会計基準協議会)

によっています。

(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2.事 業別損益の状況
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I 経常収益
1・ 受取寄附金
2.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

人件費計
(2)その他経費

会場費
旅費交通費
租税公課

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係 )

2022年度 財産目録
(2023年 3月 31日現在 )

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人わかちあい練馬

:≧ l |二 |
‐   ヨ匿 ′:ヽ   lH・ 合   ■+

現金預金
手元現金
みずほ銀行普通預金

18,146
606,536

【A】 資 産 合 計 ①+② 624,682

【B-1】 負 債 合 計 ③+④

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 624,



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

2022年度 年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

量:主主営利活動法人わかちあい練馬

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1 □ ・監事

FYU )-t= 2023年 2月  16日

2023年  3月  31日

年

年

月

月

日

日田代 尚子

2 □ ・監事

ヤマモ ト チヒロ 2023年  2月  16日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日山本 智啓

3 睡亜]・
監事

コウダ リョウスケ

 
2023年  2月  16日

2023年  3月  31日

年

年

月   日

月 日幸田 良佑

4 □ ・監事

ハシモ ト ケイコ 2023年  2月  16日

2023年 3月 31日

年 月

月

日

日年橋本 恵子

Ｅ
Ｄ □

。監事

ヨコヤマ テツヤ 2023年 2月  16日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日横山 哲也

ρ
０ □ ・監事

ヤマモ ト タツキ 2023年  2月  16日

2023年  3月  31日

年  月 日

日年 月山本 龍城

7 国。○
カシワギ ミエコ 2023年  2月  16日

2023年 3月 31日

年  月  日

年  月  日柏木 美恵子

8 理事 。監事

2023年  2月  16日

2023年  3月  31日

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事

2023年  2月  16日

2023年  3月  31日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事

2023年 2月 16日

2023年  3月  31日

年 月

月

日

日年



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人わかちあい練馬

氏   名

1 田代 尚子

2 山本 智啓

3 幸田 良佑

4 橋本 恵子

5 山本 龍城

6 横山 哲也

7 佐々木 駿

8 池田 五律

9 小畠 玲子

10 鈴木 安友

11

12




